
 

経腸栄養分野コネクタについて 

旧規格製品の継続使用が正式に認められました 

 

日本小児医療保健協議会合同委員会 

重症心身障害児(者)・在宅医療委員会 

令和 5 年２月吉日 

 

① 厚生労働省の審議会の議論を経て（参考資料 1）、令和 4年 5月「経腸栄養分野の小口径

コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直しについて」通知が発出され（参考資料２）、

旧規格製品の出荷停止期限が撤廃、今後も旧規格製品の継続した使用が可能となりまし

た 

 

② 詳細は日本医療機器テクノロジー協会ホームページで、新規格品及び旧規格品の製品  

販売状況が確認できます（参考資料３） 

 

③ 上記により、医療機関では新・旧両規格製品の使用及び支給が可能となりました 

患者さんの状況に合わせた規格製品の選択が可能です 

 

         

 

 

参考資料： 

１．令和４年度第１回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・再生医療等製品安全対策部

会安全対策調査会議事録 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25897.html 

２．2022年 5月 20日付 厚生労働省 経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係

る方針の一部見直しについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000941626.pdf 

３．2022年 7月更新 相互接続防止コネクタに関する情報提供 

https://www.mtjapan.or.jp/jp/mtj/smallbore/index.php 

 


